
 

 
 

 

一 

 
 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法

律
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

政
府
は
、
前
項
の
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
被
保
険
者
に
係
る
事
業
主
の
資
本
金
の
額
、
常
時
雇
用

す
る
労
働
者
の
数
等
を
問
わ
ず
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
五
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。 

２ 

政
府
は
、
前
項
の
給
付
金
を
支
給
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
労
働
者
に
係
る
事
業
主
の
資
本
金
の
額
、
常
時
雇
用

す
る
労
働
者
の
数
等
を
問
わ
ず
、
当
該
給
付
金
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
条
中
「
給
付
金
」
の
下
に
「
（
以
下
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え

る
。 



 

 
 

 

二 

 
第
七
条
中
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
及
び
第
五
条
第
一
項
の
給
付
金
」
を
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。 

 

（
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
等
） 

第
八
条 

事
業
主
は
、
労
働
者
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
等
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
理

由
と
し
て
、
当
該
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
主
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
き
国
が
実
施
す
る
措
置
に
積
極
的
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
四
十
九
号
）
そ
の
他
の
労
働
に
関
す
る
法
令
を
遵
守
し
つ
つ
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
雇
用
の
継
続
等
に
配
慮

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
等
の
支
給
の
請
求
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
の
配
慮
） 

第
九
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
等
の
支
給
の
請
求
が
不
当
に
妨
げ
ら
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
該
請
求
に
関
す
る
書
類
に
労
働
保
険
番
号
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
そ
の
他
当
該
請
求
に

係
る
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 
 

 

三 

 
（
助
言
、
指
導
及
び
勧
告
） 

第
十
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
主
に
対
し
て
、

助
言
、
指
導
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
都
道
府
県
労
働
局

長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
公
表
） 

第
十
一
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
事
業
主
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
勧
告
を
し
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
解
釈
規
定
） 

第
十
二
条 

雇
用
保
険
法
そ
の
他
の
労
働
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応

休
業
支
援
金
等
の
支
給
の
請
求
に
係
る
手
続
に
お
い
て
、事
業
主
が
労
働
者
を
休
業
さ
せ
た
こ
と
を
認
め
た
こ
と
を
も
っ
て
、

そ
の
休
業
が
使
用
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
休
業
で
あ
る
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 



 

 
 

 

四 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
等
に
係
る
措
置
） 

２ 

政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十

一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
が
労
働
者
に
及
ぼ
す
影
響
の
緩
和
を
図
る
た
め
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
に
規
定
す
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
等
に
関
し
、
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
て
そ
の
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
常
態

と
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
よ
り
そ
の
事

業
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
又
は
そ
の
従
事
す
る
日
数
若
し
く
は
時
間
が
そ
の
常
態
に
お
け
る
日
数
若
し
く
は

時
間
に
比
し
少
な
く
な
っ
た
も
の
の
全
て
が
支
給
の
対
象
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
雇
用
保
険
法
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

３ 

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
四
条
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 



 

 
 

 

五 

 
一 

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
附
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項 

 

二 
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項





 

 
 

 

七 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
が
労
働
者
に
及
ぼ
す
影
響
の
緩
和
が
十
分
に
図
ら
れ

て
い
な
い
現
状
を
踏
ま
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
等
に
係
る
支
給
の
拡
充
、
運
用
の
改
善
等
の
措

置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


